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はじめに 

 

山梨県教育委員会では、平成１５年７月に成立した「次世代育成支援対策推進法」及び平成２７年

８月に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、これらの法律に定め

る特定事業主行動計画を策定し、教職員の仕事と子育ての両立のための様々な環境整備と女性活躍推

進の諸施策について一体的に取り組んできました。 

加えて、令和７年３月には、「山梨県公立学校働き方改革取組方針」の策定を行い、教職員が専門性

や創造性を発揮し、本県の教育を更に充実・発展させていくことを目的として、働き方改革に取り組

んでいるところです。 

一方で、教育を取り巻く課題は複雑化・多様化しており、これらの課題に適切かつ迅速に対応する

ためには、個々の教職員が十分に能力を発揮すること、その前提条件として子育てや介護の事情に関

わらず、全ての教職員に仕事と生活が両立・調和した「ワーク・ライフ・バランス」が実現している

ことが必要で、その実現に向けてより一層取組を強化することが求められています。 

そのため、ワーク・ライフ・バランスの推進、勤務時間の適正管理等の働き方改革に取り組み、教

職員の仕事と生活の両立を図っています。 

教職員一人ひとりが生活を充実させながら、能力を最大限に発揮して職務に取り組むとともに、子

育てや介護等の家庭での役割を大切にできる環境を整備すること、また、これまで以上に女性教職員

が活躍し、その力をいかんなく発揮できる環境を整備することは、いわば車の両輪であり、教職員の

人生を豊かにするだけではなく、質の高い教育の提供にもつながるものです。 

全ての教職員が生き生きと働くことができる職場環境を実現するための取組をより効果的・効率的

に進めるため、ここに 「山梨県教育委員会職員仕事・子育て共同参画推進プラン」の改定を行うもの

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月  

 

山梨県教育委員会  

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

Ⅰ 計画の位置づけ・計画期間 ・対象 

 

１．計画の位置づけ  

本計画は、「次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）」第１９条、及び 「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）」第１９条に基づき、

山梨県教育委員会が策定する特定事業主行動計画です。 

 

２．計画期間  

令和８年度（２０２６年度）から令和１２年度（２０３０年度）までの５年間を計画期間と 

します。  

なお、計画の進捗状況や計画期間中の制度改正等を反映させるため、必要に応じて計画の 

見直しを行います。 

 

３．計画の対象 

本計画では、山梨県教育庁及び山梨県教育委員会が所管する学校その他の教育機関に所属す

る全教職員並びに各市町村等教育委員会が所管する学校その他の教育機関に所属する県費負担

教職員を対象とします。 

 

Ⅱ 基本的な考え方 

 

人口減少 ・少子高化化の進展等により労働力人口が減少する中、本県が目指す教育を実現するため

には、全教職員がその個性と能力を十分に発揮することが求められます。 

本行動計画の策定にあたり実施した教職員アンケート等の結果からも、教職員が安心して子育てや

介護と仕事を両立させ、女性が能力を最大限発揮できる環境を整備することは、教育の質の向上に不

可欠であり、また、教職員の人生や職業生活を豊かにするためにも重要であることを示しています。 

また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）は、教職員の意欲向上と多様な人材の活躍

を促進するための基盤です。より効果的に取組を実現するため、子育て支援と女性活躍の推進に係る

行動計画を統合し、一体的なものとして実効性・実現性を高めます。 

 

１．安心して子育てや介護ができる環境づくり  

教職員が日々の生活に喜びを感じながら安心して働ける環境で、子育てをすることができる

施策を講じることが必要であり、男女を問わず組織全体が互いに協力して行う 「共に育む」の視

点に立った取組を推進していきます。  

    また、少子高化化の進行や家族構成の変化、共働き世帯の増加といった社会構造の変化に伴

い、働きながら家族等の介護に携わる「ビジネスケアラー」となる事例が増加しています。ビ

ジネスケアラーになりやすい年化層は、ちょうど職場での中核を担う４０～５０代と重なるた

め、可処分時間が損なわれることによる仕事のパフォーマンスへの影響やモチベーションの低

下、心身の不調を引き起こすことがないよう、介護との両立も踏まえた取組を進めていきます。 
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２．女性活躍の推進  

多様な学びと質の高い教育を実現するためには、女性の視点が不可欠です。そのため、教育の

質の向上には、女性教職員の個性と能力が十分に発揮され、働きやすく一人ひとりが活躍でき

る環境づくりが求められます。 

県教育委員会として、女性教職員の職業生活と家庭生活の両立を図りながら、女性教職員の

活躍を推進し、指導的立場にある女性教職員の登用を促進していくとの視点に立った取組を推

進していきます。 

 

３．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進  

本計画は、教職員が安心して子育てや介護と仕事を両立し、能力を最大限発揮できる環境を

整備することを目的としています。これらの取組に共通する課題は、仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）の確保であり、働き方の見直しを通じて、教職員の人生や職業生活を充

実させるとともに、教育の質の向上に資することを目指します。 

そのため、やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育てや介護

の時間、家庭・地域・自己啓発等にかかる個人の時間等健康で豊かな生活のための時間を確保

し、仕事と生活の調和の実現を図っていくとの視点に立った取組を推進していきます。  

 

Ⅲ 前期計画目標の達成状況  

 

令和２年４月に策定した特定事業主行動計画（計画期間：令和２年度～令和７年度）において掲

げた計画目標と達成状況は、次のとおりです。 

 

（１）子育て支援計画書の作成率 

数値目標 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 達成状況 

100% 62.2% 66.7% 77.0% 85.1% 85.5% 未達成 

  管理職及び教職員の制度理解や計画作成の意義、具体的手順の周知が不十分であり、目標未達成

となっています。引き続き、管理職向けに子育て支援の重要性と計画書作成の意義の周知を徹底

していく必要があります。 

 

（２）イクメン休暇を5日以上取得する男性教職員の割合 

数値目標 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 達成状況 

100% 50.0% 43.4% 58.1% 60.5% 57.1% 未達成 

  特に子どもの出生直後は子育てが始まる重要な時期であり、男女がともに協力して子育てできる

環境を目指すため、出生時の休暇取得促進による意識醸成が重要です。 
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（３）管理職から、自身の成長のための配置・職務機会の付与・指導助言を受けていると感じる教職

員の割合 

数値目標 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 達成状況 

100% 86.3% 89.1% 87.1% 88.5% 89.0% 未達成 

  管理職によるキャリア形成支援の重要性認識の不足や、計画的な育成機会の提供、対話の不足等

により効果が実感されにくいことから、定期的な 1on1 ミーティングや面談等を通じて教職員の

成長をサポートする意識の醸成に取り組みます。 

 

（４）育児休業を取得する男性教職員の割合 

数値目標 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 達成状況 

100% 4.5% 3.8% 2.3% 8.7% 31.4% 未達成 

男性教職員の取得率は、上昇傾向にあり、制度の活用が進んでいるものの、引き続き、子育てを

行う男性教職員及びその周囲の教職員等への意識醸成が必要です。 

 

（５）管理職員以上の女性教育職員の割合 

数値目標 令和3年4月1日 令和4年4月1日 令和5年4月1日 令和6年4月1日 令和7年4月1日 達成状況 

小学校・中学校：

15% 

11.1% 15.4% 16.8% 21.0% 22.2% 達成 

高等学校・特別支

援学校：20% 

14.7% 18.9% 18.1% 22.9% 26.0% 達成 

子育てや介護期における仕事との両立や管理職登用への不安が大きいこと等の課題はありますが、

目標は達成しています。引き続き、両立可能な勤務制度の周知や段階的なマネジメント経験等に

より将来の管理職候補者のすそ野の拡大に取り組みます。 

 

 

Ⅳ 現状と課題 

 

１．検討経過 

（１）山梨県教育委員会特定事業主行動計画推進委員会での検討 

特定事業主行動計画推進委員で構成する委員会を組織し、具体的な計画策定に向けて検討

を行いました。 
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（２）教職員アンケート等の実施 

より多くの教職員の声を聞くことを目的として、全教職員及び育児休業を取得した教職員を

対象にアンケート調査、インタビューを実施しました。 

・「仕事と家庭の両立」及び「女性教職員の活躍促進」に関するアンケート 

調査期間：令和７年８月１日～８月２２日 

【事務局】 

調査方法：職員ポータル上のアンケート機能を利用 

回答数等：２８３名／ ７５５名（回答率３７．５％） 

【県立学校】 

調査方法：県立学校ポータル上のアンケート機能を利用 

回答数等：７６６名／ ２，６７４名（回答率２８．６％） 

【市町村立小中学校】※「女性教職員の活躍推進」に関するアンケートのみ 

調査方法：Microsoft Formsによる回答 

回答数等：２，９１２名／ ６，０４２名（回答率４８．２％） 

      

（３）育児休業取得者への意見聴取 

      テ ー マ：育休取得中に困ったこと、悩んだこと ほか 

      対 象 者 ：令和６年５月１日～令和７年８月３１日の間に育児休業から復帰した教職員 

 

 ２．主な現状と課題（アンケート結果から） 

（１）仕事と子育て・介護の両立の推進  

・ 仕事と子育て・介護の両立に関しては、多くの教職員が不安を抱えており、特に子どもや

要介護者の体調不良による急な休みや、子どもの送り迎えの時間確保、時間外勤務や業務量

の多さ、代替教職員不足等が負担となっています。 

・ 育児休業を取得しなかった理由としては、職場に迷惑をかけることや業務繁忙等、職場へ 

の配慮が中心であり、取得者であっても職場や同僚への負担増を心配する傾向が見られます。 

・ 育児休業中の不安は、復帰後の職場や業務の変化への対応、業務遂行への影響等仕事に関 

するものが多く、欲しかった情報としては男性が「担当業務の概況」、女性が「勤務時間や休 

暇制度」を挙げています。 

・ 県教育委員会の子育て支援プログラムは認知度が高いものの、利用者は少ない状況です。 

・ 復帰後は、育児休業期間が長いほど業務に慣れるまで時間がかかる傾向があり、職場のサ 

ポートとして業務面での支援や働き方への理解が求められています。 

・ 男性の育児休業取得については、令和５年８月以降の取組が好意的に受け止められ、６割 

以上が取得を希望しています。希望期間は「出産直後」や「１～３か月」が多いものの、 

６～１２か月を希望する教職員が増えています。 

 

（２）女性活躍の推進 

・ 女性活躍・定着に関しては、多くの教職員が多様な働き方や仕事と家庭の両立を不安なく
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続けられる環境が重要であると考えています。 

・ 管理職登用については、性別ではなく能力や状況に応じて進めるべきという意見が多く、 

女性が活躍できる職場には子育て ・介護支援や柔軟な勤務制度、時間外勤務を前提としない 

評価制度が必要であり、家族や社会のサポートも不可欠です。 

・ 一方、女性の困難なポストへの配置には、モチベーション向上よりも家庭との両立や人間 

関係への不安が強く見られます。 

・ 仕事への関わり方では、仕事優先よりも家庭とのバランスを重視する傾向が高く、昇任意 

欲は男女とも低下しており、管理職を望まない教職員が増加しています。 

・ 管理職を望まない理由は、男性では責任が重くなることや報酬が見合わないこと、女性で

は家庭との両立や能力への不安が挙げられています。また、男女ともに管理職への登用に魅

力を感じていない教職員が多いです。 

・ 健康への不安を抱える教職員も約２割程度存在します。 

 

（３）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進  

・ 教職員の年休取得促進や時間外勤務縮減、子育て ・介護両立支援には業務の多忙さや制度

認知不足が課題であり、業務分担の見直しや簡素化が求められています。 

・ また、仕事と介護の両立への不安を感じる教職員が男女とも４割を超え、要介護者の体調

不良等で急に仕事を休むことが周りの教職員に対して負担となることを懸念する意見が多か

ったことから、ここでも業務の平準化による負担軽減やフォロー体制の整備が求められてい

ると考えられます。 

 

Ⅴ 計画の方向性 

 

数値目標の達成状況は、未達成の項目があるものの、仕事と子育て ・介護の両立支援、女性活躍の

推進、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進の各分野で前回計画策定時の令和元年

度より改善が図られています。 

しかし、アンケート結果や教職員への聞き取りでは、業務の多忙さや制度の認知に懸念や意見が示

されています。加えて管理職のマネジメントや周囲の理解等による後押しがまだ充分とは言えないこ

とが、制度を利用することで職場に迷惑をかけるのではないかという不安感や、業務を分担する教職

員の負担感、不公平感を高める要因になっていると考えられます。 

そこで、本計画の改定にあたっては、「子育ても介護も、キャリアもみんなで応援！」をコンセプト

に、これまでの施策に加え、全ての教職員がお互いに助け合い、職場全体で支え合う仕組みの構築に

一層取り組むことで、安心して働き続けられる環境の整備に努めることを最優先とします。 

子育て ・介護との両立においては、きめ細かな広報・啓発を展開し、支援制度の利用等がしやすく

なる環境を整え、介護を含めた教職員のニーズを踏まえた支援の一層の充実を図るとともに、特に男

性教職員の主体的な子育てへの関わりを促していきます。 

女性活躍の推進においては、性別等による役割分担意識を解消し、成果と姿勢を重視した人事評価

や計画的なキャリア形成の推進を図っていきます。 
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そして、子育てや介護との両立や女性活躍を推進する上で基礎的な条件である働きやすい職場をつ

くるため、多様な働き方ができる勤務形態等の導入を検討するとともに、働き方そのものや業務の改

善を図っていきます。 

これらの方針を通じて、教職員一人ひとりがライフステージに応じて働き続けられる環境を整え、

組織全体の持続可能性と活力を高めることを目指します。 

 

Ⅵ 具体的な取組 

 

本行動計画においては、 「子育ても介護も、キャリアもみんなで応援！」をコンセプトに、 「個人の

選択や自分らしさ」を大切にした取組を実施します。 

また、この計画を実効性のあるものとするため、実施主体ごとの取組も明記します。 

○管理部門  … 教育委員会の各人事管理所属（総務課・義務教育課・高校教育課） 

○管理監督者 … 所属、担当等の所掌事務や部下教職員等を管理監督する役割を担う教職員 

○子育て・介護を予定し、または子育て・介護中の教職員 

・子育てを予定している教職員 － 妊娠中、または配偶者・パートナーが妊娠中で、今後育児

休業や子育てに関する制度の利用を予定している教職員 

・子育て中の教職員      － １８歳未満の子どもを養育している教職員 

   ・介護を予定している教職員  － 家族や親族が要介護状態となる可能性があり、今後介護休

暇（業）や介護に関する制度の利用を予定している教職員 

   ・介護中の教職員       － 家族や親族で要介護状態にある者の介護を行っている教職

員（介護休暇（業）中、または仕事と介護を両立している

場合を含む） 

○教職員   … 山梨県教育庁及び山梨県教育委員会が所管する学校その他の教育機関に勤務す

る全教職員並びに各市町村等教育委員会が所管する学校その他の教育機関に勤

務する県費負担教職員 

 

１．安心して子育てや介護ができる環境づくり              次世代育成支援 

 

 

 

※対象は山梨県教育庁及び山梨県教育委員会が所管する学校その他の教育機関に所属する全教職員 

 

① きめ細かな広報・啓発の展開 

子育て支援ガイドブックの内容を見直し、介護支援制度を追加する等、情報の充実を図ること

により、制度の周知を徹底し積極的な制度利用を促進します。 

 

 

 

子の出生予定や介護が判明した時から復職後まで、教職員一人ひとりの状況に応じて、子育て・

介護に関連する制度を利用しやすい環境づくりや業務配分の見直し等のサポートを行います。 
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主体別取組事項 

主体 取組の内容 

管理部門 • 育児休業や介護休暇（業）、柔軟な勤務制度等の制度について、理解しやすい

資料を作成し周知します。  

• 職員ポータル ・県立学校ポータルやメール、研修等複数のチャネルで情報を発

信し、必要な情報をすぐに確認できる環境を整えます。  

• 妊娠・出産や介護開始時に制度や相談窓口の情報をタイムリーに提供します。  

• 各所属に仕事と家庭（子育て・介護）両立支援相談員やサポーターを配置し、

相談体制を整備します。 

管理監督者 • 育児休業や介護休暇（業）、柔軟な勤務制度等の制度を教職員にわかりやすく

説明し情報を積極的に伝えます。  

• 妊娠・出産や介護開始時に制度や相談窓口を案内し、タイムリーな情報提供を

行います。  

• 制度利用の成功事例や体験談を紹介し、取得することに不利益がないことを周

知して安心感を広げます。 

• 気軽に相談できるよう日常的な声かけを行い、相談しやすい環境を整えます。  

• 育休中面談を実施し、教職員の状況を把握しつつ、業務や福利厚生等に関する

情報を提供します。  

• 育児休業中でも教職員向け研修は受講可能であることを周知します。  

• 子育てに関連する研修や制度の周知を行い、取得促進を働きかけます。 

子育て・介護

を予定し、ま

たは子育て・

介護中の教職

員 

• 制度や手続きの流れを共有し、正しい情報を伝えます。  

• 制度利用の感想や業務調整の工夫を共有し、安心感を広げます。  

• 勤務時間や業務ルールを守り、柔軟な働き方への信頼を高めます。 

教職員 • 育児休業や介護休暇（業）、柔軟な勤務制度の内容を確認し、正しい情報を共

有します。  

• 制度利用の感想や工夫を同僚に伝え、安心につなげます。  

• 相談しやすい環境づくりに協力します。 

 

② 支援制度の利用等がしやすくなる環境の整備 

子育て・介護に関する相談体制や育児・介護休業中から復帰後まで継続的に支援する体制を整

備し、教職員が安心して働ける職場風土の醸成を図ります。 

 

主体別取組事項 

主体 取組の内容 

管理部門 • 匿名で相談できるオンライン窓口を運営し、プライバシーに配慮した環境を整

えます。  
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• 育休中・復職後研修を実施し、円滑な復職を支援します。   

• 子育て支援やハラスメント防止など管理職向け研修を行います。 

• 支援計画書で対象となる教職員を把握し、希望に応じた制度利用を所属へ働き

かけます。  

• 教職員が安心して休暇を取得できるよう代替教職員の確保策を検討します。 

• 制度利用による不利益を防ぎ、昇任や研修機会を公平に提供します。 

• 管理職研修や各種説明会等で意識改革を促します。 

管理監督者 • 出生予定や介護報告時は教職員と面談を行い、制度利用希望を確認し、休暇や

給与制度を説明するとともに、必要に応じ業務量を見直します。  

• 両立に対する意向を踏まえ、子育て支援計画書を作成します。  

• 休業中の不在に備え、属人的業務を見直し、カバー体制を整えます。  

• 深夜勤務や時間外勤務を制限し、代替教職員配置など安心して制度を利用でき

る体制を整えます。  

• 年休や特別休暇を気兼ねなく取得できるよう配慮します。  

• 気軽に相談できるよう日常的な声かけを行い、相談しやすい環境を整えます。 

• 休業中の教職員に業務の進捗や制度情報を共有し、復職後まで継続支援します。 

• 復職前面談で働き方等の希望を把握し、業務量や勤務形態の調整、段階的な勤

務再開を支援します。  

• 制度利用を肯定的に受け止める職場風土を醸成します。 

子育て・介護

を予定し、ま

たは子育て・

介護中の教職

員 

• 出生予定や介護の必要が判明した時は、速やかに管理職へ報告します。  

• 子育て・介護支援制度の利用希望を伝え、制度を積極的に活用します。  

• 不安は抱え込まず、管理職や同僚に相談します。  

• 年休や勤務配慮が必要な場合は躊躇なく申し出ます。  

• ハンドブックで制度を理解し、両立しやすい働き方を検討します。  

• 業務整理や引き継ぎのため、日頃から職場とコミュニケーションを図ります。  

• 家事や子育てに積極的に関わり、パートナーと役割分担を話し合います。  

• １か月以上 （県立学校の教育職員は２週間以上）の育児休業を取得し、イクメ

ン休暇※や在宅勤務等を組み合わせて、６か月以上 （県立学校の教育職員は３

週間以上）主体的に子育て等家庭生活に関わります。  

• 育休中研修や面談を活用し、復職後のキャリアを考えます。  

教職員 • 子育てや介護に関する話題に理解を示し、相談しやすい雰囲気を醸成します。  

• 制度利用を前向きに受け止め、ポジティブな言動を意識します。 

• 業務引き継ぎや調整を支援し、子育て・介護中の教職員をサポートします。  

• 支援制度を利用しやすい職場環境づくりに協力します。  

• 子育てを社会全体で支える意識を持ち、互いに協力できる職場を目指します。 

※子どもの出生時（産前産後８週間以内）における配偶者出産休暇、育児参加休暇及び年次有給休暇 
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③ 介護を含む、教職員のニーズを踏まえた支援の一層の充実 

仕事と子育て・介護の両立支援に関する管理職の理解を深め、教職員のニーズの把握に努める

とともに、子育てや介護をしている教職員を支援する教職員の負担に配慮した体制を整備します。 

 

主体別取組事項 

主体 取組の内容 

管理部門 • アンケートや意見交換で教職員ニーズを把握し、実態に即した制度の充実を検

討します。  

• 職員ポータル ・県立学校ポータルに仕事と家庭・介護の両立相談窓口を設置し、

相談体制を強化します。  

• 仕事と介護の両立に関する研修を実施し、管理職の理解を促進します。  

• 育児休業 ・介護休暇 （業）や在宅勤務等柔軟な勤務を推進し、教職員の子育て・

介護を支援します。 

管理監督者 • 休業中の不在に備え、属人的な業務を見直し、カバー体制を整えます。  

• 教職員の負担状況を確認し、業務量や勤務形態を調整します。  

• 時間や場所に制約がある教職員も力を発揮できる柔軟な業務設計を進めます。  

• 業務の偏り防止のため、バックアップ体制の構築と情報共有を促進します。 

子育て・介護

を予定し、ま

たは子育て・

介護中の教職

員 

• 勤務時間や業務量などの希望を管理職に具体的に伝えます。  

• 職員ポータル・県立学校ポータルやハンドブックで制度や支援策を確認します。  

• 復職前面談や業務調整を早めに行い、円滑な復職を準備します。 

教職員 • 時間制約のある教職員が働きやすいよう、タスク分担やスケジュール調整に協

力します。  

• 会議資料や業務連絡はオンライン共有やチャットで情報を確実に届けます。  

• 子育て・介護制度の正しい知識を持ち、理解を深めます。  

• 制度利用を肯定的に受け止め、安心感を与える言動を心がけます。 

 

④ 男性教職員の主体的な子育てへの関わりの促進 

男女がともに協力して子育てできるよう、引き続き育児休暇の取得を促進する等、男性教職員

が最低６か月 （県立学校の教育職員は最低３週間）主体的に子育てに携われるよう、家庭生活に参

加しやすい職場環境を目指します。 

 

主体別取組事項 

主体 取組の内容 

管理部門 • 男性教職員向けに子育てハンドブック等で情報発信し、育児休業取得を促進し

ます。  

•  「男性の育児休業は当たり前」というメッセージを発信し、職場文化を醸成し
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ます。  

• 職員ポータル ・県立学校ポータルに仕事と家庭の両立相談窓口を設置し、相談

体制を強化します。 

• 制度利用による昇任・評価への影響、不利益がないことを周知します。 

• 育児休業や両立支援に関する研修を実施し、管理職の理解を促進します。  

• 男性教職員の家庭生活への主体的な関わりを推進します。  

• ファミリー退庁日（旧イクメン退庁日）を実施します。  

• 男性教職員が６か月 （県立学校の教育職員は３週間）家庭で主体的に子育てで

きるよう、柔軟な勤務制度の整備を進めます。 

管理監督者 • 育児休業や在宅勤務、早出遅出勤務、弾力的な休憩時間等の制度利用を積極的

に勧めます。  

• 男性教職員の長期育休や在宅勤務を前提に業務計画を調整し、代替教職員の確

保に努めます。  

• 育児休業取得事例を共有し、職場の理解を促進します。  

• 面談で制度や給与を説明し、業務量を見直します。  

• 休業中の情報共有や復職支援を行い、孤立を防ぎます。  

• 深夜勤務や時間外勤務を制限し、安心して制度を利用できる体制を整えます。  

• 年休や特別休暇を気兼ねなく取得できるよう配慮します。  

• 制度利用による不利益を防ぎ、キャリアへの不安を軽減します。  

• 男性の子育てに肯定的な職場文化を醸成し、職場全体で支援します。 

子育て・介護

を予定し、ま

たは子育て・

介護中の教職

員 

• 育児休業中に行うこと（子育て、家事、家族との時間）を明確にし、計画的に

取り組みます。  

• 休業中も職場と連絡を取り、業務情報を確認し復職に備えます。  

• 復職後の働き方（早出遅出勤務等）を早めに管理職へ相談します。  

• 育児休業で得た気づきを共有し、職場の理解を広げます。  

• オンライン研修や自己啓発を活用し、キャリア形成に努めます。  

• 出生予定を速やかに報告し、制度利用希望を伝えます。  

• 不安は抱え込まず、管理職や同僚に相談します。  

• 年休や勤務配慮が必要な場合は躊躇なく申し出ます。  

• パートナーと家事・子育ての役割分担を話し合います。  

• １か月以上 （県立学校の教育職員は２週間以上）の育児休業を取得するととも

に、イクメン休暇や在宅勤務等を組み合わせて６か月以上 （県立学校の教育職

員は３週間以上）家庭生活に積極的に関わります。  

• 育休中研修や面談を活用し、復職後のキャリアを考えます。 

教職員 •  「男性も子育てに関わるのは当たり前」という意識を持ち、肯定的な言動で職

場の雰囲気を醸成します。  

• 男性教職員の育児休業取得時は業務分担やスケジュール調整に協力します。  

• 育児休業中の教職員に情報を共有し、復職後の業務を支援します。  
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• 子育てに関する話題に理解を示し、相談しやすい雰囲気を醸成します。  

• 制度利用を前向きに受け止め、ポジティブな言動を意識します。 

• 休業中の教職員が孤立しないよう、情報共有でつながりを保ちます。  

• 業務引き継ぎや復職後のサポートに協力します。  

• 制度を利用しやすい職場環境づくりに協力します。 

 

【数値目標】 

本計画では、これらの取組を着実に進めるため、以下の数値目標を設定し、教職員が安心して子

育てや介護を行いながら働き続けられる職場環境の整備に取り組みます。 

 

① 親となる教職員を把握し、希望する制度を利用できる体制を整備します。 

項目 目標値 R6実績 

子育て支援計画表の作成率（継続） 100% 85.5% 

 

② 家族の絆を深めるとともに、育児参加を促進し、職場における男女共同参画を推進します。 

項目 目標値 R6実績 

イクメン休暇を5日以上取得する男性教職員の割合（継続） 100% 57.1% 

 

③ 男性教職員も「育児休業を取得して当たり前」の組織風土を醸成し、継続して共育ての定着

を目指します。 

項目 目標値 R6実績 

男性教職員の育児休業取得率（継続） 100% 31.4% 

  

④ 子育てへの主体的な参画を促し、長期的な家庭支援と職場の働き方改革を進めます。 

項目 目標値 R6実績 

男性教職員の１か月（県立学校の教育職員は２週間）を超える育

児休業取得率（新規） 

100% 14.3% 

 

⑤ 男性の積極的な子育て参加を通じ、パートナーの心身の負担を軽減し、両親が協力して子ど

もの愛着形成を育みながら、子どもの健やかな成長を支えます。 

項目 目標値 R6実績 

男性教職員における子育て支援計画の中で在宅で６か月（県立学

校の教育職員については３週間）以上子育てに関与する期間が設

定されている割合（新規） 

行政職員： 30% 

教育職員：100% 

0.0% 

56.5% 
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⑥ 子育ては男女が協力して行うべきものとの視点に立ち、所属長が中心となって積極的な声か

けや意識醸成を行い、育児休業や出産関連休暇等を取得することを目指します。 

項目 目標値 R6実績 

管理職から、自身のための配置、職務機会の付与、指導助言を受け

ていると感じる教職員の割合（継続） 

100% 89.0% 

 

２．女性活躍の推進                         女性活躍推進 

 

 

 

※対象は山梨県教育庁及び山梨県教育委員会が所管する学校その他の教育機関に所属する全教職員並びに 

各市町村等教育委員会が所管する学校その他の教育機関に所属する県費負担教職員 

 

① 性別等による役割分担意識の解消 

無意識による性別を理由とした役割分担の意識は、教職員一人ひとりの仕事と生活の調和の実

現や組織力向上への障壁となるだけでなく、セクシャルハラスメントやマタニティハラスメント、

パタニティハラスメントにもつながる可能性があることから、その解決と未然防止を徹底するた

め、性別役割分担意識の解消に努めます。 

 

主体別取組事項 

主体 取組の内容 

管理部門 • 性差に基づく古い価値観をなくすため、全教職員向けに意識改革研修を実施します。  

• 性別や年化に関係なく、能力と意欲で評価します。  

• 職員ポータル・県立学校ポータルに匿名相談窓口を設置し、ハラスメント防止

を強化します。  

• 管理職研修を活用し、周知徹底を図ります。 

管理監督者 • 性別や家庭状況に関する不用意な発言やハラスメントを防止し、兆候があれば

迅速に対応するなど、良好な職場環境の整備に努めます。 

• アンコンシャス・バイアスを意識し、性別による思い込みをなくします。  

• 教職員が安心して相談できるよう、日常的な声かけを行います。  

• 性別に関係なく挑戦できる職場文化を醸成します。  

• 性別に関係なくキャリア形成を支援し、活躍の機会を均等に提供します。  

教職員 • 性別でなく能力と希望に基づき業務を分担します。  

• 誰もが意見を言いやすい雰囲気を醸成し、全員の発言機会を設けるよう意識し

ます。  

• 性別や家庭状況に関するアンコンシャス・バイアスに留意し、互いを尊重します。  

• 当事者でなくとも声を上げるなど、ハラスメントを見過ごさない行動を行います。  

• 子育て・介護中の教職員を理解し、柔軟な働き方を支援します。  

女性教職員があらゆる場面で活躍できるよう、採用、キャリア形成の支援、管理職への登用など

を推進します。 
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• 性別や容姿に関する発言を避け、敬意ある言動を心がけます。  

• 新しいことに挑戦し、可能性を広げます。 

 

② 成果と姿勢を重視した人事評価 

子育てや介護等により働くうえで時間的な制約がある教職員も、やりがいを持ちながら能力を

発揮できる職場環境の定着を図ることが、組織としての力を高めます。そのため、労働時間の長さ

や働き方にとらわれず達成した成果を重視し、その成果を上げるためのプロセスについても正当

に評価する仕組みを構築します。 

 

主体別取組事項 

主体 取組の内容 

管理部門 • 労働時間でなく成果と姿勢を重視した評価制度を徹底します。  

•  在宅勤務や時短勤務でも公平に成果を評価します。  

• 労働時間や働き方にとらわれず、達成した成果やプロセスに重点を置く成果重

視・プロセス評価を理解し、管理職の偏見をなくします。 

管理監督者 •  時間ではなく成果と工夫を重視し、教職員の成長を支援します。  

• 在宅勤務や時短勤務など柔軟な働き方を後押しし、労働時間にとらわれず成果

を公平に評価し、勤務形態に偏見を持たないマネジメントを実践します。  

• 評価の根拠を具体的に説明し、納得感を高めてモチベーションを維持します。  

• 労働時間や働き方にとらわれず、達成した成果やプロセスに重点を置く成果重

視・プロセス評価を理解するため、研修や情報収集で自己研鑽に努めます。  

• 教職員と十分にコミュニケーションを取り、能力を発揮できる環境を整えます。  

• 研修参加を促し、キャリア形成とチャレンジ意欲を高めます。 

教職員 • 労働時間ではなく、目標達成と質の高い成果を重視します。  

• 業務効率化やチーム連携、改善や提案に積極的に取り組みます。  

• 柔軟な勤務制度を活用しながら、計画的に仕事を進め、自己管理を徹底します。  

• 協力と情報共有により、組織目標の達成に貢献します。  

• 新しいことに挑戦し、可能性を広げます。 

 

③ 計画的なキャリア形成の推進 

自身の成長や仕事の面白みを感じられる職務経験の提供は、出産や子育て等により様々な制約

のある状況においても、仕事への意欲を保ちながら、仕事と家庭の両立を図るきっかけになりま

す。このため、早期から、教職員が希望するキャリアを知り、いつまでにどのようなレベルの仕事

ができるようになっていればいいのか等を共有し、計画的に取り組んでいくことで、子育てや介

護に携わりながらも、教職員が望むキャリアを形成できるよう支援していきます。 
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主体別取組事項 

主体 取組の内容 

管理部門 • キャリア形成の支援を促進する研修の実施や学校管理職魅力ＰＲ機会の設定

など、教職員がキャリアを描ける仕組みを整備します。   

• 個人面談を、教職員が中長期的なキャリア形成を計画し、希望や強みを整理で

きる場にします。  

•  研修やワークショップの開催で教職員の成長を計画的に支援します。  

• 子育てや介護に応じた柔軟なキャリアプランを提示し、ライフイベントと両立 

できるよう支援します。 

管理監督者 • 個人面談ではキャリア形成をテーマに、教職員のキャリア目標やスキル計画を

確認し、次のステップに必要な経験や学習を具体化しながら支援します。 

• スキル習得や挑戦のプロセスを評価に反映します。  

• 性別や勤務形態に関わらず、重要プロジェクトや企画立案の機会を計画的に提

供します。  

•  研修や資格取得のための学習時間を業務計画に組み込みます。  

• スキル習得や改善、提案などのプロセスを評価し、具体的に記録します。  

教職員 •  ５年後・１０年後に担いたい役割を考え、キャリア目標を明確にします。  

•  個人面談で希望や強みを伝え、必要な経験やスキルを相談します。  

• 業務に必要な知識だけでなく、次のステップに向けたスキルアップ計画を立て

ます。  

•  新しい業務やプロジェクトに積極的に参加し、経験の幅を広げます。  

•  研修や資格、公募制度などの情報を収集し、活用します。  

•  子育て・介護と両立できる柔軟なキャリアプランを検討します。 

 

【数値目標】 

本計画では、これらの取組を着実に進めるため、以下の数値目標を設定し、女性活躍の更なる推

進に取り組みます。 

  

  ① 政策決定過程への女性の参画をより一層進めるため、引き続き取り組む指標とします。 

項目 目標値 令和7年4月1日 

管理的地位にある職員に占める女性教育職員の

割合（継続） 

小学校・中学校：25% 

高等学校・特別支援学校：30% 

22.2% 

26.0% 

 

３.  仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進   次世代育成支援 女性活躍推進 

 

 

 

※対象は山梨県教育庁及び山梨県教育委員会が所管する学校その他の教育機関に所属する全教職員 

教職員がいきいきと意欲的に職務に取り組むことができるよう、仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）のとれた働き方ができる環境の整備を推進します。 
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① 多様な働き方が可能な勤務形態等の導入 

仕事と子育て・介護の両立を支援し、教職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

を推進するため、在宅勤務や早出遅出勤務、弾力的な休憩時間等を活用し、多様な働き方を可能に

します。 

 

主体別取組事項 

主体 取組の内容 

管理部門 • 在宅勤務や早出遅出勤務等を周知・充実させ、新たな制度の必要性や導入につ

いて検討します。 

管理監督者 • 年休や特別休暇の取得を積極的に呼び掛け、誰もが休みやすい職場を整備します。  

• 在宅勤務や早出遅出勤務の予定を共有し、会議は参加しやすい時間に設定します。  

•  業務を見える化し、急な休暇に備えて引き継ぎ可能な体制を整えます。  

•  勤務形態に左右されない公平な評価と、昇任・研修機会を均等に提供します。  

• 在宅勤務・時短勤務等の制度利用者には進捗確認と情報共有をオンラインで行

います。  

•  制度利用を理由にした不利益を被らないよう、安心して利用できる環境を整え

ます。  

• 休暇申請は迅速に承認し、利用をためらう教職員にはメリットや事例を共有し

ます。 

教職員 •  誰もが休暇を気兼ねなく取得できる雰囲気づくりを心掛けます。  

•  制度利用時は勤務予定を共有し、事前申請を徹底します。  

•  勤務場所や時間が異なる場合は、進捗をオンラインで共有します。  

•  子育て・介護、健康のための制度をためらわず活用します。  

•  在宅勤務や時短勤務中も積極的に周囲とのコミュニケーションを取ります。  

•  制度利用者への理解と配慮を示し、公平な職場づくりに協力します。  

•  長時間労働を避け、休憩や健康管理を徹底します。  

•  制度利用に不安がある場合は、管理職に早めに相談します。 

 

② 働き方や業務の改善 

在宅勤務や早出遅出勤務、弾力的な休憩時間の推進、きずなの日・定時退校日・定時退庁日の

徹底を進めるとともに、ＡＩの活用等による業務改善や「山梨県公立学校働き方改革取組方針」、

「やまなし学校部活動及びやまなし地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」

に基づく合理的な活動の推進により、長時間労働の是正や適切な休養日の設定を図ります。 

 

主体別取組事項 

主体 取組の内容 

管理部門 •  業務効率化と負担軽減のため、ＡＩを活用したデータ分析や定型業務の自動化 

を進めます。  
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•  勤怠データを分析し、時間外が多い部署や教職員を早期に把握し周知します。 

• 「おしごとすっきり大作戦」を通じ、業務改善や効率化の取組を情報提供します。 

•  「山梨県公立学校働き方改革取組方針」を推進し、教職員負担の軽減に取り組み

ます。 

•  長時間労働の改善を図り、在宅勤務者には作業環境の注意喚起と休憩の声か 

けを行います。 

管理監督者 •  時間外勤務縮減のため、事務事業を点検し、分掌や業務量を見直します。  

•  時間外勤務の事前申請を徹底し、ログ確認で勤務時間を把握し、調整や休養を 

促します。  

•  会議は目的を明確にし、オンラインや録画共有を活用し、原則１時間以内で終 

了します。  

•  マネジメント力向上のため、研修や評価フィードバックを徹底し、勤務時間管 

理を評価します。  

•  業務改善に教職員の声を反映し、ペーパーレス化やＡＩ活用を進めます。  

•  書類の電子化、電子決裁、オンライン共有を徹底します。 

•  ハラスメント防止と良好な職場環境を整備します。  

• 教職員と十分なコミュニケーションをとり、能力を最大限発揮できる環境を整

えます。  

•  柔軟な働き方を後押しし、成果を評価して教職員を支援します。 

教職員 •  自己啓発休業制度等を活用するなどし、業務改善に資する能力開発に努めます。  

•  ＩＣＴツールやクラウドで情報共有を促進し、意思伝達を迅速化します。  

•  書類の電子化でペーパーレス化を進め、業務効率化に取り組みます。  

•  業務の優先順位を整理し、定型業務はＡＩで効率化します。 

•  ペーパーレス化やＡＩ活用など業務改善のアイデアを提案します。  

•  勤務予定を共有し、制度利用時は事前申請を徹底します。  

•  柔軟な働き方を支援し、お互い様の意識で協力します。 

 

【数値目標】 

本計画では、これらの取組を着実に進めるため、以下の数値目標を設定し、教職員の仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に取り組みます。   

 

① 仕事と生活の調和のとれた働き方により、いきいきと活躍できる環境を目指します。 

項目 目標値 R6実績 

完全定時退庁校日・完全定時退校日の実施率（新規） 定時退庁日：100% 

定時退校日：100% 

99.3% 

82.2% 
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② 可処分時間を増やし、個々のライフスタイルに対応した働き方の実現を目指します。 

項目 目標値 R7見込 

教職員一人当たりの各月ごとの時間外勤務の削減（新規） 行政職員：10時間 

教育職員：30時間 

11.1時間 

35.9時間 

 

Ⅶ 推進体制・見直し・公表 

   

本計画を効果的に推進するため、特定事業主行動計画推進委員会が、本計画の実施状況を年度ご

とに点検し、当委員会において進捗状況の確認を行うとともに、改善すべき状況がある場合にはそ

の原因を分析し、教職員のニーズや分析結果を踏まえたうえで、取組内容の点検・見直しを行い（PDCA 

サイクル）、目標達成に向けて継続的に取組を推進します。 

また、年度ごとに行動計画の進捗状況の検証を行い、年１回、県教育委員会ホームページを通じ

て公表します。 

 

Ⅷ 計画の周知 

 

本計画について、キャビネット掲載等適切な方法で周知するとともに、職場研修の実施等を併せ

て行うことにより、教職員への周知の徹底を図ります。 


